
 

 

別表第１（第４条関係） 

対象業種一覧 

大分類 中分類 小分類 

小売業 各種商品小売業 いずれが主たる販売商品であるかが判別できな

い事業所 

織物・衣類・身の回り品小

売業 

呉服、服地、衣服、寝具、靴、帽子、洋品雑

貨、小間物、その他身の回り品を小売する事業

所 

飲食料品小売業 野菜、果実、食肉、鮮魚、酒、菓子、パン、そ

う菜、乾物、その他飲食料品を小売する事業所 

機械器具小売業 自動車、自転車、電気機械器具、電気事務機械

器具、それらの部分品、付属品を小売する事業

所 

その他の小売業 家具、金物、医薬品、化粧品、書籍、文房具、

スポーツ用品、娯楽用品、楽器、時計、その他

商品を小売する事業所 

飲食 

サービス

業 

飲食店 食堂、レストラン、専門料理店、居酒屋、喫茶

店等 

持ち帰り飲食サービス業 飲食することを主たる目的とした設備を有さ

ず、客の注文に応じその場所で調理した飲食料

品を持ち帰る状態で提供する事業所 

生活関連 

サービス

業 

洗濯・理容・美容・浴場業 クリーニング業、理容店、美容室、銭湯業、エ

ステティック業、リラクゼーション業、ネイル

サロン、その他身の回りの清潔を保持するため

又は心身のリラックス並びにリフレッシュを促

進するためのサービスを提供する事業所 

娯楽業 映画館、劇場、スポーツ施設 

教育、 

学習支援

業 

その他の教育、学習支援業 学習塾、教養・技能教授業（音楽、書道、生

花・茶道、そろばん、英会話、スポーツ等） 

備考 対象業種は、統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類を参

考とする。 

 

その他 上記に属するもののほか、リノベーションスク

ールで提案され、かつ、特に市長が認めたも

の。 

 

  


